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具体的な例としてＡさんの場合 

※１２月までエルダー社員として勤務し、末日に退職。 

１月より１年更新の契約社員として採用となるが本人

希望により週平均３日～４日の労働。 

｢国労仙地申第２７号｣の回答で、契約社員夏季一時金の 

基準額は｢6 月 1 日現在の基本日額の 23 日分を 1.87 倍

した額とし、平成 28 年 10 月 1 日から平成 29 年 3 月 31

日までの稼働実績に基づき支給｣とあることから 

基本日額 6,070円×23日×1.87＝261,070円(端数切捨て) 

夏季手当調査期間(上記赤線部分)で 1 月から 3 月の平均勤

務実績が週 3日～4日としても 10月から 12月の勤務実

績を加味した平均稼働日数は 16.7 日で端数切り上げと

なり 17 日以上に該当。バス東北の勤続年数も 1 年以上

あることから右表の 80％になります。 

261,070 円×80％＝208,856 円 加算額 80,000 円も 80％ 

80,000 円×80％＝64,000 円   合計 272,856 円 
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エルダー社員の夏季手当調査期間が

前年 12 月 1 日から 5 月 31 日となっ

ていますが、Ａさんの場合 12 月退職

の為１ケ月の空白期間が生じます。こ

れをバス東北の期間に参入し、１月か

ら３月までの契約期間をプラスする

と 

２７２，８５６円×４ヶ月／６ヶ月 

＝１８１，９０４円 

支給となります。 

例えば６ヶ月の場合で、最低９７日

以上の労働日が夏季手当・年末手当支

給の目安になります。 

 何かわからないことがあったら、遠

慮なくいつでも相談してください。 

労働者のニーズに合った働き方と

制度作りの為、私たちと一緒に取り組

みましょう！ 

 

 稼働日数 

入社 

からの日数 

２ ０ 日

以上 

１ ７ 日

以上 

１ 年 以 上 1 0 0 ％ 8 0 ％ 

６ヶ月～１年 8 0 ％ 6 0 ％ 

3ヶ月~６ヶ月 4 0 ％ 3 0 ％ 
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 出向社員が６０歳以降再雇用制度としてエルダー社員となり、事情により退職した。

契約社員として採用された場合(週３日～４日の労働)、移行期における夏季手当の計算

がどうなっているかとの問い合わせがありましたのでお答えします。尚、バス社員が

６０歳定年以降、再雇用契約社員となった場合も同様です。 


